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平成２５年第１回竜王町議会定例会（第２号） 

                             平成２５年３月８日 

                             午後１時００分開議 

                             於   議   場 

１ 議 事 日 程（第２日） 

日程第 １ 議第３７号 第六次竜王町国土利用計画を定めることについて 

日程第 ２ 議第３８号 竜王町副町長の選任について 

日程第 ３ 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて 

日程第 ４ 議第 １号 竜王町公告式条例の一部を改正する条例 

日程第 ５ 議第 ２号 竜王町課設置条例等の一部を改正する条例 

日程第 ６ 議第 ３号 竜王町新型インフルエンザ等対策本部条例 

日程第 ７ 議第 ４号 竜王町障害者自立支援条例等の一部を改正する条例 

日程第 ８ 議第 ５号 竜王町学童保育所の設置および管理に関する条例 

日程第 ９ 議第 ６号 竜王町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および 

            運営に関する基準を定める条例 

日程第１０ 議第 ７号 竜王町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設 

            備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに 

            係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を 

            定める条例 

日程第１１ 議第 ８号 竜王町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基 

            準を定める条例 

日程第１２ 議第 ９号 竜王町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

日程第１３ 議第１０号 竜王町法定外公共物管理条例の一部を改正する条例 

日程第１４ 議第１１号 竜王町都市公園条例の一部を改正する条例 

日程第１５ 議第１２号 竜王町道路構造に関する技術的基準を定める条例 

日程第１６ 議第１３号 竜王町町道に設ける道路標識の寸法を定める条例 

日程第１７ 議第１４号 竜王町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する 

            法律に基づく移動等円滑化のために必要な道路の構造等に 

            関する基準を定める条例 

日程第１８ 議第１５号 竜王町下水道条例の一部を改正する条例 

日程第１９ 議第１６号 竜王町布設工事監督者の配置および資格ならびに水道技術 

            管理者の資格を定める条例 
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日程第２０ 議第１７号 平成２４年度竜王町一般会計補正予算（第６号） 

日程第２１ 議第１８号 平 成 ２ ４ 年 度 竜 王 町 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 （ 事 業 勘 

            定）補正予算（第３号） 

日程第２２ 議第１９号 平 成 ２ ４ 年 度 竜 王 町 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 （ 施 設 勘 

            定）補正予算（第３号） 

日程第２３ 議第２０号 平 成 ２ ４ 年 度 竜 王 町 下 水 道 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 

            号） 

日程第２４ 議第２１号 平成２４年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

日程第２５ 議第２２号 平成２４年度竜王町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

            ２号） 

日程第２６ 議第２３号 平成２４年度竜王町水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第２７ 議第２４号 平成２５年度竜王町一般会計予算 

日程第２８ 議第２５号 平 成 ２ ５ 年 度 竜 王 町 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 （ 事 業 勘 

            定）予算 

日程第２９ 議第２６号 平 成 ２ ５ 年 度 竜 王 町 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 （ 施 設 勘 

            定）予算 

日程第３０ 議第２７号 平成２５年度竜王町学校給食事業特別会計予算 

日程第３１ 議第２８号 平成２５年度竜王町下水道事業特別会計予算 

日程第３２ 議第２９号 平成２５年度竜王町介護保険特別会計予算 

日程第３３ 議第３０号 平成２５年度竜王町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第３４ 議第３１号 平成２５年度竜王町水道事業会計予算 

日程第３５ 議第３２号 町道路線の認定について 

日程第３６ 議第３３号 町道路線の変更について 

日程第３７ 議第３４号 平成２４年度竜王町水道事業会計資本剰余金の処分につい 

            て 

日程第３８ 議第３５号 滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部変更 

            に関する協議について 

日程第３９ 議第３６号 滋賀県市町村退職手当組合を組織する地方公共団体数の減 

            少および滋賀県市町村退職手当組合規約の変更について 

日程第４０ 意見書第１号 緊急事態基本法の早期制定を求める意見書 

日程第４１ 意見書第２号 環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ）交渉参加へは 

             慎重かつ毅然と対応することを求める意見書 
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日程第４２ 議員派遣について 
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２ 会議に出席した議員（１１名） 

 １番 小 森 重 剛   ２番 竹 山 兵 司 

 ４番 岡 山 富 男   ５番 山 田 義 明 

 ６番 内 山 英 作   ７番 貴 多 正 幸 

 ８番 古 株 克 彦   ９番 松 浦   博 

１０番 西 村 公 作  １１番 菱 田 三 男 

１２番 蔵 口 嘉寿男    

３  会議に欠席した議員（ １名） 

 ３番 若 井 敏 子    

４  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者 

町 長 竹山 秀雄  教 育 長 岡谷ふさ子 

会 計 管 理 者 赤佐 九彦  総 務 政 策 主 監 福山 忠雄 

住 民 福 祉 主 監 田中 秀樹  産 業 建 設 主 監 村井 耕一 

総 務 課 長 奥  浩市  政 策 推 進 課 長 杼木 栄司 

生 活 安 全 課 長 若井 政彦  住 民 税 務 課 長 犬井 教子 

福 祉 課 長 吉田 淳子  健 康 推 進 課 長 嶋林さちこ 

産 業 振 興 課 長 兼 
農 業 委 員 会 事 務 局 長 

井口 和人  建 設 水 道 課 長 竹内  修 

教 育 次 長 山添登代一  学 務 課 長 市田太芽男 

生 涯 学 習 課 長 田邊 正俊    

５  職務のため議場に出席した者 

議 会 事 務 局 長 松瀬徳之助  書 記 臼井由美子 



- 55 - 

開議 午後１時００分 

○議長（蔵口嘉寿男） 皆さん、こんにちは。 

ただいまの出席議員数は、１１人であります。よって、定足数に達しておりま

すので、これより平成２５年第１回竜王町議会定例会を再開いたします。 

これより本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付のとおりで

あります。 

これより、議事に入ります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１ 議第３７号 第六次竜王町国土利用計画を定めることについて 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１ 議第３７号を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。竹山町長。 

○町長（竹山秀雄） ただいま上程いただきました議第３７号、第六次竜王町国土

利用計画を定めることについて、提案理由を申し上げます。 

竜王町国土利用計画は、国土利用計画法第８条第１項の規定に基づき、竜王町

の区域における土地利用に関して必要な事項を定めるものであり、全国の区域及

び滋賀県の区域について定める国土の利用に関する計画を基本として、本町の総

合計画基本構想に即し、土地利用に関した基本事項について定めるものでござい

ます。 

町では、平成２３年３月に第五次竜王町総合計画を策定したところでございま

す。この計画では、人口問題を竜王町のまちづくりにとって避けては通れない課

題として捉え、「ひと」に焦点を当てた計画として、人口の増加に向けた取り組

みや地域力、行政力を高めるための内発的な力を育む取り組みを進めるための総

合的な指針・戦略であります。 

つきましては、第五次竜王町総合計画の施策の具現化に当たり、まちづくりの

重要な要素であります土地基盤の土地利用構想について必要事項の見直しを踏ま

えた上で、今回新たに第六次の竜王町国土利用計画として定めることについて、

国土利用計画法第８条第３項の規定により、議会の議決をいただくものでござい

ます。 

詳細につきましては、担当課長より説明させますので、よろしく御審議を賜り、

御承認いただきますようお願い申し上げます。 

〇議長（蔵口嘉寿男） 杼木政策推進課長。 

〇政策推進課長（杼木栄司） ただいま町長から、議第３７号、第六次竜王町国土
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利用計画を定めることについて提案理由の説明があったわけでございますが、さ

らにその内容について説明を申し上げます。 

竜王町国土利用計画は、長期にわたって安定した均衡ある土地利用を確保する

ことを目的として、本町の総合計画基本構想に即し、国土利用計画法第８条第１

項の規定に基づき、土地利用に関した基本事項について定めるものでございます。 

なお、国土利用計画法につきましては、国土利用計画の策定、土地取引の規制、

遊休土地に関する事項等を規定しており、土地の投機的取引や地価の高騰が及ぼ

す国民生活への弊害除去、遊休土地の有効活用と乱開発の未然防止を通して、総

合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的としたものであります。その国土

利用計画の策定には、全国計画に基づき、都道府県計画並びに市町村計画が規定

されているものであります。 

今回の竜王町国土利用計画は、第五次竜王町総合計画が提唱する「“ひと”育

ち みんなで煌く 交竜の郷」に基づくまちづくりを実現するための土地利用の

指針とするため、その方向を総合計画に即し、取りまとめたものであります。 

計画の改定に当たっては、現国土利用計画が既に若者定住・住宅対策やインタ

ー周辺の活性化を見据えた計画であったことから、基本的には今日までの土地利

用の方針・考え方を継続する中で、具体計画が定められたものに一部修正するも

のであり、滋賀県国土利用計画策定要領に基づき、総括的かつ体系的にまとめ、

重要な土地利用計画として、竜王町総合基本計画審議会において、御審議・御答

申をいただいているものであります。 

計画の内容は、お手元の第六次竜王町国土利用計画の１ページは前文、２ペー

ジから９ページかけまして、町土利用に関する基本構想として、土地利用の基本

理念を明らかにし、町土利用の現状、基本的条件の変化を踏まえ、今回の計画期

間における課題を整理し、その土地利用のあり方について総括的に記載をしてお

ります。 

その中で、６ページにおいては、地域類型別の町土利用の基本方向について、

土地利用の質的向上に関する指針等を、町全体について外郭的に示すため都市的

地域、農村的地域及び自然保全活用の３つに区分をしております。この３区分に

今後の土地利用のあり方、配慮事項を記載しています。また７ページには、農用

地や森林などの利用区分別の町土利用の基本方向について、各利用用途別に今後

の土地利用のあり方、配慮事項を記載しております。 

続きまして、１０ページには町土の利用区分・地目ごとの規模の目標として、
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基準年次を平成２１年とし、目標年次を平成３２年として、その目標面積を示し

ております。 

この各数値につきましては、平成２１年の数値は、それぞれの基礎データを積

み上げたものであり、平成３２年の目標数値は、第五次竜王町国土利用計画の目

標数値を基本とし、過去の推移、今後の土地動向、地域施策等を加味しながら整

理をしたものでございます。 

最後に、１１ページ以降につきましては、前項に掲げる事項を達成するために

必要な措置の概要について、法制度あるいは留意事項、推進普及方策等を記載し

ております。 

以上、概略ではありますが、第六次竜王町国土利用計画の説明とさせていただ

きます。 

なお、議決を賜り、策定の運びとなりましたら、総合計画の推進とともに、法

律の趣旨・目的及び第六次竜王町国土利用計画に定めます理念にのっとり、さま

ざまな面に配慮し、総合的かつ計画的な町土保全に努めてまいりたいと考えてお

ります。よろしく御審議のほどお願い申し上げ、御説明とさせていただきます。 

〇議長（蔵口嘉寿男） 提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

〇議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省

略して、本案は総務産業建設常任委員会に審査を付託いたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

［｢異議なし｣の声あり］ 

〇議長（蔵口嘉寿男） 御異議なしと認めます。 

よって、日程第１ 議第３７号は総務産業建設常任委員会に審査を付託いたし

ますので、会期中に審査をしていただき、その経過と結果を議長まで報告願いま

す。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２ 議第３８号 竜王町副町長の選任について 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第２ 議第３８号を議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。竹山町長。 

○町長（竹山秀雄） ただいま上程いただきました議第３８号につきまして、提案

理由を申し上げます。 
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議第３８号、竜王町副町長の選任につきましては、地方自治法第１６２条の規

定により議会の同意を求めるものでございます。 

竜王町副町長として御尽力をいただきました故青木 進氏は、平成２４年７月

３１日をもって任期満了により退任をされました。つきましては、このたび、川

部治夫氏を選任いたしたく提案申し上げるものであります。 

川部治夫氏は、町内大字林にお住まいで、年齢は、現在６０歳でございます。

その人柄につきましては、実直で建設的、人望も厚い方でございます。昭和４８

年１月に竜王町役場に勤められて以来、各分野において活躍をされ、豊富な経験

を積まれておりますが、特に地域商工観光の振興及び企画調整分野に精通され、

近年は議会事務局長、産業建設主監並びに総務政策主監を歴任し、その手腕を発

揮され、平成２４年３月末に退職されました。長年にわたって培われました行政

執行能力をもって、地方分権がさらに進展する中、財政基盤を充実させ、住民の

皆様が望まれる効率的かつ効果的な竜王町行政の推進に尽力いただける最適任者

でありますので、何卒御同意を賜りますよう、よろしくお願い申し上げまして、

提案理由の説明とさせていただきます。 

なお、任期は、平成２５年３月１８日から４年間でございます。よろしくお願

いを申し上げます。 

〇議長（蔵口嘉寿男） 提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

〇議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

討論は省略して、これより採決を行います。 

採決は無記名投票をもって行います。 

議場の閉鎖を命じます。 

［議場閉鎖］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ただいまの出席議員数は１０人であります。 

次に、立会人を指名いたします。 

会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に６番 内山英作議員、７番

貴多正幸議員を指名いたします。 

それでは、ただいまより投票用紙を配付いたします。 

［投票用紙の配付］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 
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［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 配付漏れなしと認めます。 

投票箱を点検します。 

［投票箱点検］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 異状なしと認めます。 

念のため申し上げます。原案を可とする議員は賛成、否とする議員は反対と記

載を願います。 

なお、投票中、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規

則第８４条の規定により否とみなします。 

それでは、ただいまから日程第２ 議第３８号の投票を行います。 

投票は、１番議員から議席の順に投票願います。 

［順次投票］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 投票漏れはありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 投票漏れなしと認めます。 

投票を終了いたします。 

ただいまから開票を行います。 

６番 内山英作議員、７番 貴多正幸議員、開票の立ち会いをお願いいたしま

す。 

［開 票］ 

○議長（蔵口嘉寿男） それでは、投票の結果を報告いたします。 

投票総数１０票、有効投票１０票、無効投票０票です。 

有効投票のうち、賛成１０票、反対０票、以上のとおり、賛成多数であります。 

よって、日程第２ 議第３８号は原案のとおり同意することに決しました。 

議場の閉鎖を解きます。 

［議場開鎖］ 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３ 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第３ 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求める

ことについてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。竹山町長。 

○町長（竹山秀雄） 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについて
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提案理由を申し上げます。 

人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることにつきましては、人権擁護

委員法第６条第３項の規定により、候補者を法務大臣に推薦させていただくこと

について議会の御意見を求めるものでございます。 

候補者につきましては今回、平成２５年６月３０日をもって任期が満了いたし

ます三嵜住子氏を再度推薦するものでございます。 

三嵜住子氏は、町内大字岡屋にお住まいで、竜王西幼稚園、竜王幼稚園の園長

としての御経験をお持ちであり、現在、竜王町社会教育委員として御尽力いただ

いております。人権擁護委員としては、平成２２年７月１日から１期を経験され

ており、現在、人権相談業務を初め人権擁護活動を精力的に行っておられます。

また、人格、識見ともに高く、広く社会の実情に通じ、住民の信望も厚く、人権

擁護について精通された適任者であると考えますので、同氏を推薦することにつ

いて御承認を賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（蔵口嘉寿男） 提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

〇議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

お諮りいたします。 

人権擁護委員の候補者として、三嵜住子氏を推薦することについて、適任者と

認めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 御異議なしと認めます。よって、人権擁護委員の候補者と

して、三嵜住子氏を推薦することについて、適任者と認めることに決定されまし

た。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第４ 議第１号 竜王町公告式条例の一部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第４ 議第１号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 
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○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第４ 議第１号を原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第４ 議第１号は原案

のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第５ 議第２号 竜王町課設置条例等の一部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第５ 議第２号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省

略して、本案は総務産業建設常任委員会に審査を付託いたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 御異議なしと認めます。よって、日程第５ 議第２号は総

務産業建設常任委員会に審査を付託いたしますので、会期中に審査をしていただ

き、その経過と結果を議長まで報告願います。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第６ 議第３号 竜王町新型インフルエンザ等対策本部条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第６ 議第３号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第６ 議第３号を原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第６ 議第３号は原案

のとおり可決されました。 



- 62 - 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第７ 議第４号 竜王町障害者自立支援条例等の一部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第７ 議第４号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第７ 議第４号を原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第７ 議第４号は原案

のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第８ 議第５号 竜王町学童保育所の設置および管理に関する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第８ 議第５号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第８ 議第５号を原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第８ 議第５号は原案

のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第９ 議第６号 竜王町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営 

          に関する基準を定める条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第９ 議第６号を議題として質疑に入ります。 
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質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省

略して、本案は教育民生常任委員会に審査を付託いたしたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 御異議なしと認めます。よって、日程第９ 議第６号は教

育民生常任委員会に審査を付託いたしますので、会期中に審査をしていただき、

その経過と結果を議長まで報告願います。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１０ 議第７号 竜王町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備 

           および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る 

           介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める 

           条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１０ 議第７号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省

略して、本案は教育民生常任委員会に審査を付託いたしたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 御異議なしと認めます。よって、日程第１０ 議第７号は

教育民生常任委員会に審査を付託いたしますので、会期中に審査をしていただき、

その経過と結果を議長まで報告願います。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１１ 議第８号 竜王町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準 

           を定める条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１１ 議第８号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省

略して、本案は教育民生常任委員会に審査を付託いたしたいと思いますが、これ
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に御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 御異議なしと認めます。よって、日程第１１ 議第８号は

教育民生常任委員会に審査を付託いたしますので、会期中に審査をしていただき、

その経過と結果を議長まで報告願います。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１２ 議第９号 竜王町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１２ 議第９号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。日程第１２ 議第９号を原案のとおり決することに

賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第１２ 議第９号は原

案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１３ 議第１０号 竜王町法定外公共物管理条例の一部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１３ 議第１０号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。日程第１３ 議第１０号を原案のとおり決すること

に賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第１３ 議第１０号は
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原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１４ 議第１１号 竜王町都市公園条例の一部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１４ 議第１１号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省

略して、本案は総務産業建設常任委員会に審査を付託いたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 御異議なしと認めます。よって、日程第１４ 議第１１号

は総務産業建設常任委員会に審査を付託いたしますので、会期中に審査をしてい

ただき、その経過と結果を議長まで報告願います。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１５ 議第１２号 竜王町道路構造に関する技術的基準を定める条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１５ 議第１２号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第１５ 議第１２号を原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第１５ 議第１２号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１６ 議第１３号 竜王町町道に設ける道路標識の寸法を定める条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１６ 議第１３号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 
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［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。日程第１６ 議第１３号を原案のとおり決すること

に賛成諸君の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第１６ 議第１３号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１７ 議第１４号 竜王町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する 

            法律に基づく移動等円滑化のために必要な道路の構造等に 

            関する基準を定める条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１７ 議第１４号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第１７ 議第１４号を原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第１７ 議第１４号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１８ 議第１５号 竜王町下水道条例の一部を改正する条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１８ 議第１５号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 
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○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第１８ 議第１５号を原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第１８ 議第１５号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１９ 議第１６号 竜王町布設工事監督者の配置および資格ならびに水道技術 

            管理者の資格を定める条例 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第１９ 議第１６号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第１９ 議第１６号を原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第１９ 議第１６号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２０ 議第１７号 平成２４年度竜王町一般会計補正予算（第６号） 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第２０ 議第１７号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省
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略して、本案は総務産業建設常任委員会に審査を付託いたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

［｢異議なし｣の声あり］ 

〇議長（蔵口嘉寿男） 御異議なしと認めます。 

よって、日程第２０ 議第１７号は総務産業建設常任委員会に審査を付託いた

しますので、会期中に審査をしていただき、その経過と結果を議長まで報告願い

ます。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２１ 議第１８号 平成２４年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘 

            定）補正予算（第３号） 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第２１ 議第１８号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第２１ 議第１８号を原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第２１ 議第１８号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２２ 議第１９号 平成２４年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘 

            定）補正予算（第３号） 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第２２ 議第１９号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 
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○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第２２ 議第１９号を原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第２２ 議第１９号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２３ 議第２０号 平成２４年度竜王町下水道事業特別会計補正予算（第２ 

            号） 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第２３ 議第２０号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第２３ 議第２０号を原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第２３ 議第２０号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２４ 議第２１号 平成２４年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第２４ 議第２１号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省

略して、本案は教育民生常任委員会に審査を付託いたしたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 
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○議長（蔵口嘉寿男） 御異議なしと認めます。よって、日程第２４ 議第２１号

は教育民生常任委員会に審査を付託いたしますので、会期中に審査をしていただ

き、その経過と結果を議長まで報告願います。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２５ 議第２２号 平成２４年度竜王町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

            ２号） 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第２５ 議第２２号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第２５ 議第２２号を原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第２５ 議第２２号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２６ 議第２３号 平成２４年度竜王町水道事業会計補正予算（第３号） 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第２６ 議第２３号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省

略して、本案は総務産業建設常任委員会に審査を付託いたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 御異議なしと認めます。よって、日程第２６ 議第２３号

は総務産業建設常任委員会に審査を付託いたしますので、会期中に審査をしてい

ただき、その経過と結果を議長まで報告願います。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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日程第２７ 議第２４号 平成２５年度竜王町一般会計予算 

日程第２８ 議第２５号 平成２５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘 

            定）予算 

日程第２９ 議第２６号 平成２５年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘 

            定）予算 

日程第３０ 議第２７号 平成２５年度竜王町学校給食事業特別会計予算 

日程第３１ 議第２８号 平成２５年度竜王町下水道事業特別会計予算 

日程第３２ 議第２９号 平成２５年度竜王町介護保険特別会計予算 

日程第３３ 議第３０号 平成２５年度竜王町後期高齢者医療特別会計予算 

日程第３４ 議第３１号 平成２５年度竜王町水道事業会計予算 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第２７ 議第２４号から日程第３４ 議第３１号まで

の８議案を一括議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、討論は省

略して、日程第２７ 議第２４号については、６人の委員をもって構成する予算

第１特別委員会を設置し、これに審査を付託し、また、日程第２８ 議第２５号

から日程第３４ 議第３１号までの７議案については、６人の委員をもって構成

する予算第２特別委員会を設置して、これに審査を付託いたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 御異議なしと認めます。よって、日程第２７ 議第２４号

については、６人の委員をもって構成する予算第１特別委員会を設置し、これに

審査を付託し、また、日程第２８ 議第２５号から日程第３４ 議第３１号まで

の７議案については、６人の委員をもって構成する予算第２特別委員会を設置し

て、これに審査を付託することに決定いたしました。 

お諮りいたします。 

ただいま設置されました予算第１特別委員会及び予算第２特別委員会の委員の

選任については、竜王町議会委員会条例第７条第１項の規定により、議長より指

名いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 御異議なしと認めます。 
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それでは指名いたします。予算第１特別委員会委員に、１番 小森重剛議員、

２番 竹山兵司議員、４番 岡山富男議員、６番 内山英作議員、８番 古株克

彦議員、１０番 西村公作議員を指名いたします。 

次に、予算第２特別委員会委員に、３番 若井敏子議員、５番 山田義明議員、

７番 貴多正幸議員、９番 松浦 博議員、１１番 菱田三男議員、１２番 蔵

口嘉寿男を指名いたします。 

以上のとおり指名することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 御異議なしと認めます。よって予算第１特別委員会及び予

算第２特別委員会の委員は、ただいま指名いたしましたとおり選任することに決

定しました。 

この際申し上げます。午後２時１０分まで暫時休憩をいたしますので、予算第

１特別委員会委員の方は第１委員会室へ、予算第２特別委員会委員の方は第２委

員会室へ集合願います。この間に正副委員長の互選をお願いいたします。 

休憩いたします。 

休憩 午後 １時５０分 

再開 午後 ２時１０分 

〇議長（蔵口嘉寿男） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

予算第１特別委員会及び予算第２特別委員会の正副委員長の互選をしていただ

きましたので、この際御報告を申し上げます。 

予算第１特別委員会委員長に古株克彦議員、同副委員長に西村公作議員、予算

第２特別委員会委員長に松浦 博議員、同副委員長に菱田三男議員がそれぞれ選

任されました。よろしくお願いいたします。 

なお、両特別委員会とも会期中に審査をしていただき、その経過と結果を議長

まで報告願います。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３５ 議第３２号 町道路線の認定について 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第３５ 議第３２号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。 
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［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第３５ 議第３２号を原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第３５ 議第３２号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３６ 議第３３号 町道路線の変更について 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第３６ 議第３３号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第３６ 議第３３号を原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第３６ 議第３３号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３７ 議第３４号 平成２４年度竜王町水道事業会計資本剰余金の処分につい 

            て 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第３７ 議第３４号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 
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○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第３７ 議第３４号を原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第３７ 議第３４号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３８ 議第３５号 滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部変更 

            に関する協議について 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第３８ 議第３５号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第３８ 議第３５号を原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第３８ 議第３５号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第３９ 議第３６号 滋賀県市町村退職手当組合を組織する地方公共団体数の減 

            少および滋賀県市町村退職手当組合規約の変更について 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第３９ 議第３６号を議題として質疑に入ります。 

質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 
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○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第３９ 議第３６号を原案のとおり決することに賛成諸君の起立を求めま

す。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第３９ 議第３６号は

原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第４０ 意見書第１号 緊急事態基本法の早期制定を求める意見書 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第４０ 意見書第１号を議題といたします。 

提出者の説明を求めます。５番、山田義明議員。 

○５番（山田義明） 意見書第１号の緊急事態基本法の早期制定を求める意見書に

つきましては、内容については、お手元に配付をしたとおりでございます。 

なお、今回の提出の理由につきましては、我が国は、戦後、幸いなことに国家

的な緊急事態に遭遇することが少ないまま今日に至っています。しかし、一昨年

に発生した東日本大震災などの緊急事態時における初動態勢の不備や対応が適切

でないと、国民のこうむる害も増幅され、甚大となります。このような事態を解

消すべく、政府及び国会におかれては、国民生活や社会に与える影響を十分考慮

し、緊急事態時に即応できる基本法の早期制定を強く求めるものであります。以

上でございます。 

○議長（蔵口嘉寿男） 提出者の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。

これより討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

これより採決を行います。 

日程第４０ 意見書第１号を原案のとおり提出することに賛成諸君の起立を求

めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立全員であります。よって、日程第４０ 意見書第１号
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は原案のとおり提出することに決定されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第４１ 意見書第２号 環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ）交渉参加へは 

             慎重かつ毅然と対応することを求める意見書 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第４１ 意見書第２号を議題といたします。 

提出者の説明を求めます。９番、松浦 博議員。 

○９番（松浦 博） 意見書第２号、環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ）交

渉参加へは慎重かつ毅然と対応することを求める意見書につきまして、内容はお

手元に配付したとおりでございます。 

なお、今回の提出の理由につきましては、環太平洋パートナーシップ協定（Ｔ

ＰＰ）交渉参加へは、国家戦略として国民の食糧を確保することや保険医療を含

む国民の生命に直結する重要な制度や仕組みを貫き、国民的議論のもとで慎重か

つ毅然とした対応をされるよう強く求めるものであります。以上でございます。 

○議長（蔵口嘉寿男） 提出者の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

これより討論に入ります。討論ありませんか。８番、古株克彦議員。 

○８番（古株克彦） 環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ）交渉参加へは慎重

かつ毅然と対応することを求める意見書に賛成する立場から討論します。 

２月２２日、日米両政府は、環太平洋パートナーシップ協定交渉参加に際し、

全ての関税撤廃が前提にならないとする共同声明を発表しました。 

安倍首相は記者会見で、聖域なき関税撤廃は前提でないことが明確になったと

言明した。しかし、政府与党は、交渉参加問題で政権公約をした６項目について

確実に履行できる状態にまで至っていない。共同声明の中で、日本の農産品につ

いてセンシティビティが存在することが認識されている背景から、交渉参加する

前に環太平洋パートナーシップ協定に慎重かつ毅然とした態度をとることを政府

に求めるものであります。そういう立場で、賛成の立場で討論いたします。以上

です。 

○議長（蔵口嘉寿男） ほかに討論はありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（蔵口嘉寿男） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 
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これより採決を行います。 

日程第４１ 意見書第２号を原案のとおり提出することに賛成諸君の起立を求

めます。 

［賛成者起立］ 

○議長（蔵口嘉寿男） 起立多数であります。よって、日程第４１ 意見書第２号

は原案のとおり提出することに決定されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第４２ 議員派遣について 

○議長（蔵口嘉寿男） 日程第４２ 議員派遣についてを議題といたします。 

お諮りいたします。会議規則第１１９条の規定により、お手元に配付のとおり

議員を派遣することにいたしたいと思います。なお、緊急を要する場合は、議長

においてこれを決定いたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

［｢異議なし｣の声あり］ 

〇議長（蔵口嘉寿男） 御異議なしと認めます。よって、本件はそのように決定い

たしました。 

なお、派遣された議員は、派遣の結果を議長に報告していただくようお願いい

たします。 

以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。これをもって本日の会議を閉

じ、散会いたします。 

大変御苦労さまでございました。 

散会 午後２時２４分 

 


